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  第Ⅱ期富津市子ども・子育て支援事業計画 令和３年度実施状況   

 

１．幼児期の教育・保育 
（１）富津・大佐和地区 

 

 

（２）天羽地区 

 

 

（３）全地区 

 

年度 令和２年度 令和３年度

区分 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳

量の見込み（①） ２５４人 ２９８人 ４１人 １３７人 ２４８人 ２９１人 ４０人 １３２人

確保方策（②） ３５０人 ３７５人 ５５人 １８０人 ３５０人 ３７５人 ５５人 １８０人

特定教育・保育施設 ０人 ３７５人 ５５人 １８０人 ０人 ３７５人 ５５人 １８０人

３５０人 ０人 ０人 ０人 ３５０人 ０人 ０人 ０人

②－① ９６人 ７７人 １４人 ４３人 １０２人 ８４人 １５人 ４８人

２８７人 ３０１人 ３０人 １７０人 ２６２人 ２７４人 ３６人 １４６人

３３人 ３人 ▲ １１人 ３３人 １４人 ▲ １７人 ▲ ４人 １４人

113.0% 101.0% 73.2% 124.1% 105.6% 94.2% 90.0% 110.6%

▲ ６３人 ▲ ７４人 ▲ ２５人 ▲ １０人 ▲ ８８人 ▲ １０１人 ▲ １９人 ▲ ３４人

82.0% 80.3% 54.5% 94.4% 74.9% 73.1% 65.5% 81.1%　確保方策に対する割合

確認を受けない幼稚園

実績値（③）

③－①

　量の見込みに対する割合

③－②

年度 令和２年度 令和３年度

区分 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳

量の見込み（①） １６人 ６８人 ９人 ４７人 １６人 ７０人 ９人 ４５人

確保方策（②） ７０人 １７４人 １９人 ６９人 ７０人 １７４人 １９人 ６９人

特定教育・保育施設 ７０人 １７４人 １９人 ６９人 ７０人 １７４人 １９人 ６９人

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

②－① ５４人 １０６人 １０人 ２２人 ５４人 １０４人 １０人 ２４人

１９人 ８８人 ８人 ２８人 １４人 ８０人 １３人 ２９人

３人 ２０人 ▲ １人 ▲ １９人 ▲ ２人 １０人 ４人 ▲ １６人

118.8% 129.4% 88.9% 59.6% 87.5% 114.3% 144.4% 64.4%

▲ ５１人 ▲ ８６人 ▲ １１人 ▲ ４１人 ▲ ５６人 ▲ ９４人 ▲ ６人 ▲ ４０人

27.1% 50.6% 42.1% 40.6% 20.0% 46.0% 68.4% 42.0%

実績値（③）

③－①

　量の見込みに対する割合

③－②

　確保方策に対する割合

年度 令和２年度 令和３年度

区分 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳

量の見込み（①） ２７０人 ３６６人 ５０人 １８４人 ２６４人 ３６１人 ４９人 １７７人

確保方策（②） ４２０人 ５４９人 ７４人 ２４９人 ４２０人 ５４９人 ７４人 ２４９人

特定教育・保育施設 ７０人 ５４９人 ７４人 ２４９人 ７０人 ５４９人 ７４人 ２４９人

３５０人 ０人 ０人 ０人 ３５０人 ０人 ０人 ０人

②－① １５０人 １８３人 ２４人 ６５人 １５６人 １８８人 ２５人 ７２人

３０６人 ３８９人 ３８人 １９８人 ２７６人 ３５４人 ４９人 １７５人

３６人 ２３人 ▲ １２人 １４人 １２人 ▲ ７人 ０人 ▲ ２人

113.3% 106.3% 76.0% 107.6% 104.5% 98.1% 100.0% 98.9%

▲ １１４人 ▲ １６０人 ▲ ３６人 ▲ ５１人 ▲ １４４人 ▲ １９５人 ▲ ２５人 ▲ ７４人

72.9% 70.9% 51.4% 79.5% 65.7% 64.5% 66.2% 70.3%　確保方策に対する割合

確認を受けない幼稚園

実績値（③）

③－①

　量の見込みに対する割合

③－②

令和４年７月 22 日 第１回 

富津市子ども・子育て会議 資料１ 
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※参考 

保育の必要性の認定区分 

 

認定区分 認定の内容 利用先 

１号認定 
満３歳以上の小学校就学前の子どもで、教育を

希望する場合 
・幼稚園 

・認定こども園 

２号認定 
満３歳以上の小学校就学前の子どもで、保育所

等での保育を希望する場合 
・保育所（園） 

・認定こども園 

３号認定 
満３歳未満の子どもで、保育所等での保育を希

望する場合 
・保育所（園） 

・認定こども園 
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２．地域子ども・子育て支援事業 

 

（１）利用者支援事業 

提供区域 全市域 

事業内容 

子ども及び保護者等の身近な場所で教育・保育施設や地域の子育て

支援事業等の情報提供や相談・助言を行うとともに、関係機関との

連携を行う事業です。 

 

 

（２）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

提供区域 各区域 

事業内容 
未就園の子どもとその保護者を対象に、親子で遊ぶ中で子育てに関

する情報交換や交流、仲間づくりができる場所を提供する事業です。 

 

全市域
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） 1か所 1か所
確保方策（②） 1か所 2か所
②-① 0か所 1か所

実績値（③） 1か所 2か所

③-① 0か所 1か所
量の見込みに対する割合 100.0% 200 .0%
③-② 0か所 0か所
確保方策に対する割合 100.0% 100 .0%

富津・大佐和地区
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） 4,622人 4,779人
確保方策（②）

人数 10,000人 10,000人
施設数 ２か所 ２か所

②-① 5,378人 5,221人
実績値（③）

人数 3,288人 2,736人
施設数 １か所 １か所

量の見込みに対する割合　③-①

△1,334人 △2,043人
71.1% 57.3%

確保方策に対する割合　③-②
△6,712人 △7,264人

32.9% 27.4%
△1か所 △1か所

50.0% 50.0%

人数

施設数

人数
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天羽地区
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） 933人 943人
確保方策（②）

人数 5,000人 5,000人
施設数 １か所 １か所

②-① 4,067人 4,057人
実績値（③）

人数 2,444人 2,227人
施設数 １か所 １か所

量の見込みに対する割合　③-①

1,511人 1,284人
262.0% 236.2%

確保方策に対する割合　③-②
△2,556人 △2,773人

48.9% 44.5%
0か所 0か所

100.0% 100.0%
施設数

人数

人数

全地区
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） 5,555人 5,722人
確保方策（②）

人数 15,000人 15,000人
施設数 ３か所 ３か所

②-① 9,445人 9,278人
実績値（③）

人数 5,732人 4,963人
施設数 ２か所 ２か所

量の見込みに対する割合　③-①

177人 △759人
103.2% 86.7%

確保方策に対する割合　③-②
△9,268人 △10,037人

38.2% 33.1%
△1か所 △1か所

66.7% 66.7%

人数

人数

施設数
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（３）妊婦健診 

提供区域 全市域 

事業内容 

より安全で安心な出産を支援するために、妊娠中に指定医療機関に

おいて 14 回を限度に公費で基本的な健診を受ける費用を公費負担

する事業です。 

 

 

 

 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業 

提供区域 全市域 

事業内容 

子育ての孤立を防ぐため、生後４か月までの乳児のいる全ての家庭

を保健師・助産師等が訪問し、子育て支援に関する情報提供、育児

や産後の生活の相談、養育環境等の把握を行う事業です。 

 

 

 

 

全市域
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） １,９３２人回 １,８６２人回
人数 １３８人 １３３人
健診回数 １４回 １４回

確保方策

実績値（②） ２,２２５人回 １,６４７人回

②-① ２９３回 △２１５回

量の見込みに対する割合 115.1% 88.5%

実施場所：指定医療機関
実施方法：受診券の発行

全市域
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） 195人回 188人回

確保方策

実績値（②） 249人回 231人回

②-① 54人回 43人回

量の見込みに対する割合 127.6% 122 .9%

実施体制：保健師、助産師（委託
契約）による訪問
実施機関：健康づくり課
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（５）養育支援訪問事業 

提供区域 全市域 

事業内容 
養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言を行

うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 

 

 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

提供区域 全市域 

事業内容 

保護者の疾病や冠婚葬祭等の理由により、家庭において子どもを一

時的に養育できない場合に児童養護施設等で預かる事業です。 

≪事業種類≫短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）、夜間養

護等事業（トワイライトステイ事業） 

 

 

※令和３年 10 月から事業開始 

全市域
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） ７人 ７人

確保方策

実績値（②） 13人 18人

②-① 6人 11人

量の見込みに対する割合 185.7% 257.1%

実施体制：保健師による訪問
実施機関：健康づくり課

全市域
年度 令和２年度 令和３年度

２人日 ２人日
確保方策（②）

延べ人数 ０人 ０人
施設数 ０か所 ０か所

△２人 △２人
実績値（③）

延べ人数 － １人日
施設数 － 1か所

量の見込みに対する割合　③-①

－ △1人日
－ 50.0%

確保方策に対する割合　③-②
－ 1人日
－ －
－ －
－ －

延べ人数

延べ人数

施設数

量の見込み（①）

②－①
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

提供区域 全市域 

事業内容 

地域において、乳幼児や小学生等の預かり等の援助を希望する者（利

用会員）と、援助を行うことを希望する者（提供会員）との相互援

助活動に対する連絡・調整を実施する事業です。 

 

 

 

（８）一時預かり事業 

提供区域 各区域 

事業内容 
育児中のストレス解消や冠婚葬祭など家庭での保育が一時的に困

難になったときに、保育所等で一時的に預かる事業です。 

 

〇幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育） 

 

全市域
年度 令和２年度 令和３年度

３３９人日 ３８９人日
３３９人日 ３８９人日

０人日 ０人日
実績値③ ３４４人日 ２１人日

③-① ５人日 △368人日

量の見込みに対する割合 101.4% 5.40%
③-② ５人日 △368人日
確保方策に対する割合 101.4% 5.40%

量の見込み（①）
確保方策（②）
②－①

富津・大佐和地区
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） 10,080人 10,375人
確保方策（②）

10,080人 10,375人
施設数 ２か所 ２か所

②－① ０人 ０人

実績値（③）

人数 8,162人 11,903人
施設数 ２か所 ２か所

量の見込みに対する割合　③-①
△1,918人 1,528人

80.9% 114.7%
確保方策に対する割合　③-②

△1,918人 1,528人
80.9% 114.7%
０か所 ０か所

100.0% 100.0%

人数

人数

人数

施設数
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天羽地区
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） 377人 365人
確保方策

377人 365人
施設数 １か所 １か所

②－① ０人 ０人

実績値

人数（③） 481人 978人
施設数 １か所 １か所

量の見込みに対する割合　③-①
104人 613人

127.5% 267.9%
確保方策に対する割合　③-②

104人 613人
127.5% 267.9%

０か所 ０か所
100.0% 100.0%

人数（②）

人数

人数

施設数

全地区
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） 10,457人 10,740人
確保方策

人数（②） 10,457人 10,740人
施設数 ３か所 ３か所

②－① ０人 ０人

実績値

人数③ 8,643人 12,881人
施設数 ３か所 ３か所

量の見込みに対する割合　③-①
△1,814人 2,141人

82.6% 119.9%
確保方策に対する割合　③-②

△1,814人 2,141人
82.6% 119.9%
０か所 ０か所

100.0% 100.0%
施設数

人数

人数
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〇保育所（園）における一時預かり 

 

 

 

 

 

 

 

富津・大佐和地区
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） 587人 596人
確保方策（②）

人数 587人 596人
施設数 ６か所 ６か所

②－① 0人 0人

実績値（③）

人数 218人 301人
施設数 ５か所 ５か所

量の見込みに対する割合　③-①
△369人 △295人

37.1% 50.5%
確保方策に対する割合　③-②

△369人 △295人
37.1% 50.5%

△1か所 △1か所
83.3% 83.3%

人数

施設数

人数

天羽地区
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） 129人 125人
確保方策（②）

人数 129人 125人
施設数 ４か所 ４か所

②－① 0人 0人

実績値（③）

人数 45人 82人
施設数 ４か所 ４か所

量の見込みに対する割合　③-①
△84人 △43人
34.8% 65.6%

確保方策に対する割合　③-②
△84人 △43人
34.8% 65.6%
０か所 ０か所

100.0% 100.0%

人数

人数

施設数
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（９）延長保育事業 

提供区域 各区域 

事業内容 
保育認定を受けた子どもについて、11 時間の開所時間を超えて保

育を実施する事業です。 

 

 

全地区
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） 716人 721人
確保方策（②）

人数 716人 721人
施設数 １０か所 １０か所

②－① 0人 0人

実績値（③）

人数 263人 383人
施設数 ９か所 ９か所

量の見込みに対する割合　③-①
△453人 △338人

36.7% 53.1%
確保方策に対する割合　③-②

△453人 △338人
36.7% 53.1%

△1か所 △1か所
90.0% 90.0%

施設数

人数

人数

富津・大佐和地区
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） ２５５人 ２５６人
確保方策（②）

人数 ２５５人 ２５６人
施設数 ４か所 ４か所

②－① ０人 ０人

実績値（③）

人数 １９３人 １８９人
施設数 ５か所 ５か所

量の見込みに対する割合　③-①
△ ６２人 △ ６７人

75.6% 73.8%
確保方策に対する割合　③-②

△ ６２人 △ ６７人
75.6% 73.8%
1か所 1か所

125.0% 125.0%

人数

人数

施設数
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天羽地区
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） １０人 １２人
確保方策

人数（②） １０人 １２人
施設数 １か所 １か所

②－① ０人 ０人

実績値

人数（③） ０人 ９人
施設数 １か所 １か所

量の見込みに対する割合　③-①
△１０人 △３人

0.0% 75.0%
確保方策に対する割合　③-②

△ １０人 △ ３人
0.0% 75.0%

１か所 1か所
100.0% 100.0%

施設数

人数

人数

全地区
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） ２６５人 ２６８人
確保方策（②）

人数 ２６５人 ２６８人
施設数 ５か所 ５か所

②－① ０人 ０人

実績値（③）

人数 １９３人 １９８人
施設数 ６か所 ６か所

量の見込みに対する割合　③-①
△ ７２人 △ ７０人

72.8% 73.9%
確保方策に対する割合　③-②

△ ７２人 △ ７０人
72.8% 73.9%
１か所 １か所

120.0% 120.0%

人数

人数

施設数
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（１０）病後児保育事業 

提供区域 全市域 

事業内容 
病後児について、家庭での保育に欠ける場合に保育園等の専用スペ

ースで看護師等が一時的に保育を行う事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全市域
年度 令和２年度 令和３年度

量の見込み（①） 372人 362人
確保方策（②）

人数 1,500人 1,500人
施設数 ２か所 ２か所

②－① 1,128人 1,138人

実績値（③）

人数 619人 774人
施設数 ２か所 ２か所

量の見込みに対する割合　③-①
247人 412人

166.3% 213.8%
確保方策に対する割合　③-②

△881人 △726人
41.2% 51.6%
０か所 ０か所

100.0% 100.0%

人数

人数

施設数
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（１１）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

提供区域 各区域 

事業内容 

保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学校に就学している児

童に対し、放課後に適切な遊びや生活の場を提供して、児童の健全

な育成を図る事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度
富津地区 大佐和地区 天羽地区 全地区

量の見込み（①） １１９人 ７７人 ２６人 ２２２人
小学１年生 ３７人 ２４人 ８人 ６９人
小学２年生 ３５人 ２３人 ８人 ６６人
小学３年生 １９人 １２人 ４人 ３５人
小学４年生 １１人 ７人 ２人 ２０人
小学５年生 ９人 ６人 ２人 １７人
小学６年生 ８人 ５人 ２人 １５人

確保方策（②）
登録児童数 １６２人 １２０人 ３５人 ３１７人
施設数 ５か所 ３か所 １か所 ９か所

②－① ４３人 ４３人 ９人 ９５人

実績値（③）

登録児童数 90人 61人 36人 187人
小学１年生 32人 13人 11人 56人
小学２年生 21人 10人 4人 35人
小学３年生 17人 13人 8人 38人
小学４年生 13人 13人 9人 35人
小学５年生 6人 7人 3人 16人
小学６年生 1人 5人 1人 7人
施設数 ３か所 ４か所 １か所 ８か所

量の見込みに対する割合　③-①

△29人 △16人 10人 △35人
75.6% 79.2% 138.4% 84.2%

確保方策に対する割合　③-②
△72人 △59人 1人 △130人

55.6% 50.8% 102.8% 58.9%
△2か所 1か所 0か所 △1か所

60.0% 133.3% 100.0% 88.9%

登録児童数　

施設数

登録児童数　
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令和３年度
富津地区 大佐和地区 天羽地区 全地区

量の見込み（①） １２８人 ８２人 ２８人 ２３８人
小学１年生 ３８人 ２５人 ８人 ７１人
小学２年生 ３８人 ２４人 ８人 ７０人
小学３年生 ２１人 １３人 ５人 ３９人
小学４年生 １２人 ８人 ３人 ２３人
小学５年生 １０人 ６人 ２人 １８人
小学６年生 ９人 ６人 ２人 １７人

確保方策（②）
登録児童数 １８７人 １２０人 ３５人 ３４２人
施設数 ５か所 ３か所 １か所 ９か所

②－① ５９人 ３８人 ７人 １０４人

実績値（③）

登録児童数 93人 97人 62人 252人
小学１年生 32人 27人 18人 77人
小学２年生 24人 18人 12人 54人
小学３年生 17人 16人 8人 41人
小学４年生 9人 15人 10人 34人
小学５年生 9人 15人 11人 35人
小学６年生 2人 6人 3人 11人
施設数 ４か所 ４か所 １か所 ９か所

量の見込みに対する割合　③-①

△35人 15人 34人 14人
72.7% 118.3% 221.4% 105.9%

確保方策に対する割合　③-②
△94人 △23人 27人 △90人

49.7% 80.8% 177.1% 73.7%
△1か所 1か所 0か所 0か所

80.0% 133.3% 100.0% 100.0%

登録児童数　

登録児童数　

施設数
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（１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

提供区域 全市域 

事業内容 
保護者の世帯所得の状況等を勘案して、教育・保育に必要な実費徴

収に係る費用を助成する事業です。 

 

幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園を利用す

る世帯収入 360 万円未満及び第３子以降の施設等利用給付認定子どもに対し、施設が徴収

する副食材料費の助成を行いました。 

 

【実施状況】 

年度 令和２年度 令和３年度 

 延人数 金額 延人数 金額 

年収 360 万円

未 満 相 当 世 帯

の子ども 

422 人 922,900 円 571 人 1,489,622 円 

第
３
子
以
降
の
子
ど
も 

①
国
基
準 

57 人 94,078 円 81 人 179,096 円 

②
市
独
自 

271 人 560,510 円 274 人 597,046 円 

 

◎第３子以降の子どもについて 

①国基準：小学校第３学年修了前までの最年長の子どもを第１子とカウントし、 

第３子以降の子どもが対象 

②市独自：①の国基準では対象とならない第３子以降の子どもが対象 
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（１３）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

提供区域 全市域 

事業内容 

多様な事業者の能力を活用するため、新規参入施設等の事業者への

巡回支援を行うほか、特別な支援が必要な子どもを受け入れる認定

子ども園の設置者に対して、職員の加配に必要な費用の一部を補助

する事業です。 

小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、当該

集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点か

ら、その利用料の一部を給付する事業です。 

 

【実施状況】 

小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する保護者に対し、その利用料

の一部を給付。 

令和２年度 令和３年度 

利用者数 利用月数 金額 利用者数 利用月数 金額 

－ － － １人 11 月 220,000 円 
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54
妊娠期・出産期
（妊産婦・新生児の健康支援）

健康づくり課 母子健康手帳の交付
母子健康手帳交付時に保健師等が妊婦等への
面接を行い、妊娠・出産・子育てに関する不安や
悩みの相談や子育て情報の提供等を行う。

母子健康手帳交付数　129冊
妊娠届出時保健指導数　142人（双生児3組及び
転入者16人を含む）

転入者も含め、全数に面接を行うことで、支援の
必要な妊婦を把握し、妊娠中からの支援を継続
的に行っていく。

54
妊娠期・出産期
（妊産婦・新生児の健康支援）

健康づくり課 妊婦健診
より安全で安心な出産を支援するために、妊娠
中に指定医療機関において14回を限度に公費
で基本的な健診を受けられるようにする。

妊婦・乳児健診受診券配付数　142人
妊婦健診受診券使用回数　1,647回

継続実施する。妊婦健診未受診者がいた場合
は、受診勧奨する。

54
妊娠期・出産期
（妊産婦・新生児の健康支援）

健康づくり課 妊娠期支援事業
妊娠中の母体管理と栄養管理、胎児の発育に
ついて、妊娠届出時等に個別指導を行う。

妊娠届出時保健指導数　142人

保健師や管理栄養士が、妊娠中の母体の変化
や、栄養管理について、個別指導を行う。体格
がやせや肥満の妊婦に対しては、管理栄養士
が継続的に支援を行う。

54
妊娠期・出産期
（妊産婦・新生児の健康支援）

健康づくり課 新生児・産婦訪問
生後28日以内の新生児に対し、保健師や助産
師が訪問し、健康状態の確認や必要な保健指
導、健康や育児に関する相談などを行う。

新生児訪問指導数　105人
産婦訪問指導数　105人

継続実施する。訪問より、育児不安のあるケー
スに対しては、適宜訪問による対応を行う。

54
妊娠期・出産期
（妊産婦・新生児の健康支援）

子育て支援課 マタニティ講座
子育て情報や育児体験、また妊婦同士の交流
の機会を提供し、育児不安の軽減を図る。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止

新型コロナウイルス感染症の発生状況を勘案し
ながら実施予定。

54
妊娠期・出産期
（妊産婦・新生児の健康支援）

健康づくり課 子育て世代包括支援センター
妊産婦及び乳幼児等が安心して健康な生活が
できるよう、利用者目線に立って、一貫性・整合
性のある支援を行う。

母子健康手帳の交付時より、妊産婦等の実情
の把握に努めた。関係機関とも情報共有しなが
ら、継続的に支援を行った。
支援プランの作成　7件
育児不安・精神的不安のあるケースへの対応
14件

妊産婦、乳幼児等の状況を把握し、関係機関と
連携を図りながら、包括的な支援を継続してい
く。

54
妊娠期・出産期
（妊産婦・新生児の健康支援）

健康づくり課 産後ケア事業
産後４か月までの母子を対象に、産科医療機関
において、授乳指導、心身のケア等を行い、産
後の生活を支援する。

産後ケア利用者　宿泊型　1名（延べ人数）
　　　　　　　　　　　 通所型　5名
　　　　　　　　　　　 訪問型　1名

事業の周知を継続すると共に、面接や訪問にお
いて、育児サポートが必要なケースを把握し、積
極的に利用を進めていく。
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55
乳児期・幼児期
（子どもの健康支援）

健康づくり課 乳児家庭全戸訪問事業

子育ての孤立を防ぐため、生後４か月までの乳
児のいる全ての家庭を保健師・助産師等が訪問
し、子育て支援に関する情報提供、育児や産後
の生活の相談、養育環境等の把握を行う。

新生児訪問 105人
2か月児訪問 126人

計 231人
訪問率　86.9%

2か月までの時期で訪問ができないケースに対
しても訪問対象とし、全数の把握を目指す。

55
乳児期・幼児期
（子どもの健康支援）

健康づくり課 乳幼児相談
乳幼児期の子育てに関することや食事等につい
て面接相談、電話相談を実施する。

随時相談受付
乳児　72件
幼児　142件

継続実施する。

55
乳児期・幼児期
（子どもの健康支援）

健康づくり課
育児教室（４か月児・７か月児・10か
月児・１歳児・２歳６か月児）

発達の節目の時期に、成長・発達の経過、食
事、虫歯予防を学ぶ教室を開催する。

10回実施
延べ参加者数
4か月児　141人（86.5%）　1歳児　131人（86.2%）
7か月児 145人（87.3%） 2歳6か月児 150人
（82.4%）
10か月児 141人（85.3%）
※カッコ内は、参加率を指す。

参加率の向上を目指すため、受診勧奨に努め
る。日時の調整は、柔軟に対応する。

55
乳児期・幼児期
（子どもの健康支援）

健康づくり課 離乳食教室
月齢（５か月）にあった食事についての学習と食
材の使い方や作り方等を実習する。

乳幼児健診時に個別での対応　128人（84.2%）

令和4年6月より離乳食教室を再開（月1回開
催）。感染症対策のため、人数を制限して実施
予定。第1子を優先的に案内し、第2子以降は、
引き続き、乳幼児健診時に個別で対応予定。

55
乳児期・幼児期
（子どもの健康支援）

健康づくり課 １歳６か月児健診
計測・診察（内科・歯科）・相談（発達・栄養）を実
施し、子どもの発育・発達、食事内容を養育者と
確認する。

9回開催
受診数　141人（91.6%）
※カッコ内は、参加率を指す。

参加率の向上を図るため、受診勧奨に努める。

55
乳児期・幼児期
（子どもの健康支援）

健康づくり課 ３歳児健診
計測・診察（内科・歯科）・検査（尿・視力・聴力）・
相談（発達・栄養）を実施し、子どもの発育・発
達、食事内容を養育者と確認する。

9回開催
受診数　191人（92.7%）
※カッコ内は、参加率を指す。

参加率の向上を図るため、受診勧奨に努める。

55
乳児期・幼児期
（子どもの健康支援）

健康づくり課 予防接種 感染症を予防するため、予防接種を行う。

ヒブ感染症　608人（94.4%）
麻疹風疹混合　478人（93.7%）
肺炎球菌　611人（94.9%）
水痘　294人（91.3%）
B型肝炎　462人（95.7%）
日本脳炎　772人（56.5%）
4種混合　626人(97.2%）
2種混合　263人（91.3%）
BCG　150人（93.2%）

接種率の向上を図るため、毎月の周知に加え、
夏季・冬季休暇前にも勧奨していく。
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55
乳児期・幼児期
（子どもの健康支援）

子育て支援課 食育事業

健全な食事環境を通じた家族の団らんの大切さ
や食事の楽しさ、望ましい食事のあり方、食を通
じた心の健全育成を学ぶため、食事に関する講
習会・実習を行い、親子・親同士の交流を図る。

〇たべもの教室　5回／1コース
対象：公立保育所園児
第1回66人・第2回49人・第3回57人・第4回47人
・第5回目58人、延べ277人
〇栄養相談　公立入所児童保護者　随時　13件
　地域交流支援センター利用者　年20回　34件
〇電話相談等　一般　随時　1件

たべもの教室は保育所の要望により手洗いなど
の衛生指導を追加した。次年度は、災害時にも
利用できるパック調理を献立に取り入れ、園児と
ともにクッキングを予定する。
栄養相談において、発育・発達で気になるケー
スについては、健康づくり課にも情報共有し、連
携しながらフォローしていく。

55
乳児期・幼児期
（子どもの健康支援）

生涯学習課 ブックスタート事業

４か月児健診の機会に、市民ボランティアととも
に、読み聞かせの体験と絵本をプレゼントする
活動を通して、赤ちゃんと保護者が、絵本を介し
て心ふれあう時間を持つきっかけを提供する。

134人の赤ちゃんに絵本を配布

コロナ禍で、健診は個別の予約制になったた
め、市民ボランティアは休止とし、読み聞かせは
司書のみで実施した。

新型コロナウイルス感染症の発生状況を勘案し
ながら、子育てを応援したい市民にブックスター
トボランティアとして活動してもらう。

55
乳児期・幼児期
（子どもの健康支援）

健康づくり課 乳幼児歯科指導
乳幼児健診、窓口等での口腔内ケアについての
相談・指導を行う。

新型コロナウイルス感染症予防のため、乳幼児
健診が個別対応となったため、歯科指導も個別
で対応した。口腔内清掃状態の確認やケアにつ
いて相談・指導を実施。加えて富津市地域交流
支援センターでの歯科相談を実施。

乳児歯科相談・指導　296件
幼児歯科相談・指導　283件

乳幼児健診時の歯科指導を継続していく。ま
た、富津市地域交流支援センターでの利用勧奨
を促すため、乳幼児健診の場で、周知を図って
いく。

56
乳児期・幼児期
（保育サービスの充実）

子育て支援課 一時預かり事業
育児中のストレス解消や冠婚葬祭など家庭での
保育が一時的に困難になったときに、保育所等
で一時預かり保育を実施する。

公私立保育園、認定こども園10か所で実施
　富津保育園　延べ125人
　大貫保育園　延べ82人
　公立７保育所　延べ176人
　認定こども園みなと幼稚園　延べ978人
　合計延べ1,361人

保育士の確保に努め、充実したサービスの提供
に努める。

56
乳児期・幼児期
（保育サービスの充実）

子育て支援課 延長保育事業
保育認定を受けた子どもについて、11時間の開
所時間を超えて保育を実施する。

公私立保育園5か所で実施
　富津保育園　実　66人　大貫保育園　実　22人
　和光保育園　実　67人　青堀保育園　実　18人
　公立保育所　実   2人
　合計実人数　175人

保育士の確保に努め、充実したサービスの提供
に努める。

56
乳児期・幼児期
（保育サービスの充実）

子育て支援課 病後児保育事業
病後児について、家庭での保育に欠ける場合に
保育園等の専用スペースで看護師等が一時的
に保育を実施する。

私立保育園1か所、市病後児保育室1か所で実
施
　富津保育園　延べ774人
　市病後児保育室　延べ0人
　合計延べ774人

病後児がケガ等の回復期を安静に過ごせるよう
引き続き実施していく。
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57
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

学校教育課
（教育センター）

外国語指導助手（ALT）の配置
「生きた英語」を学び、小・中学生の英語による
コミュニケーション能力を高め、異文化理解や国
際理解を推進するため、ALTを配置する。

外国人英語指導助手派遣延べ日数　599日
配置人数　3人

委託業者との報告、連絡、相談の徹底を図る。

57
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

学校教育課
（教育センター）

情報教育の推進
情報教育を推進するため、コンピュータ室等の
整備・充実を図る。ICT機器の活用を通して、児
童・生徒の情報活用能力を育成する。

・児童生徒1人1台端末により、授業や行事等で
の活用を推進した。
・ＩＣＴ支援業務として、ＩＣＴ支援員3名を配置し
た。
・通信環境未整備家庭へのモバイルＷｉ-Ｆｉルー
ターの貸与を開始し、全ての児童生徒が持ち帰
り学習やオンライン授業を受けられる環境を整
えた。

継続実施する。

57
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

学校教育課
（教育センター）

教育相談事業
いじめ・不登校・引きこもり・家庭内暴力・発達障
がい等の相談活動を行う。

相談件数　31件

相談方法は電話が多く、来所やいじめ相談メー
ルからの相談もあった。

関係機関と連携を図りながら取り組んでいく。

57
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

学校教育課 食育の推進

小・中学生が正しい知識と望ましい食習慣を身
につけることができるよう栄養教諭等を食育指
導員として位置づけ、各学校における食育を推
進する。

栄養教諭等を食育指導員として各学校における
食育指導（授業の実施・個別相談等）を行った。
食育指導員派遣回数　延べ37回

今後も児童・生徒が正しい知識と望ましい食習
慣を身につけることができるように、食育指導を
推進する。

57
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

生涯学習課 家庭教育指導員

家庭教育に関する相談や指導にあたるほか、
「家庭教育支援チーム」の支援員として子どもを
見守りながら保護者や地域の支援者とつなが
る。

「子育ての話何でも聴きます窓口」の火曜日の
担当をするほか、アウトリーチとして中央公民館
のさわやか教室に出向き、保護者の相談を受け
たり、地域住民の集まる寺社で相談を受けたり
し、市の窓口へつないだ。

引き続きアウトリーチとして地域に出向き、保護
者の相談や、地域の人々とコミュニケーションを
とり、市の窓口や地域交流支援センターへつな
げる。

57
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

生涯学習課 富津市スポーツ少年団事業
地域に根ざしたスポーツ活動を推進し、郷土の
未来を担う青少年の心身の健全な育成を図る。

単位団数 21団体、団員数 280人、指導者数
118人
令和２年度にほとんど実施できなかった市交流
大会や、指導者向けの研修を新型コロナウイル
ス感染症対策を施し実施した。

新型コロナウイルス感染症対策をしながら、市
主催の大会開催や、指導者向けの研修会を実
施予定。
引き続き、スポーツ活動を推進し、青少年の健
全な育成を図っていく。

57
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

中央公民館 こどもチャレンジ教室
宿泊体験や他の体験活動を通して、こどもの自
主性・創造性・社会性を育てる。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から
中止した。

感染症対策を講じたうえで、開催する方向で検
討する。
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57
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

市民会館 こどもチャレンジ教室
宿泊体験や他の体験活動を通して、こどもの自
主性・創造性・社会性を育てる。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から
中止した。

感染症対策を講じたうえで、開催する方向で検
討する。

57
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

富津公民館 こどもチャレンジ教室
宿泊体験や他の体験活動を通して、こどもの自
主性・創造性・社会性を育てる。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から
中止した。

感染症対策を講じたうえで、開催する方向で検
討する。

57
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

生涯学習課 青少年相談員活動

市や各地区のつどい大会等を通して、青少年へ
の多様な体験活動を提供し、また、地域活動等
を担う青少年相談員相互の情報交換を行い、青
少年の健全育成を図る。

富津市青少年相談員連絡協議会事業 参加者
数
小学生41名、中学生2名、大人18名
感染症対策に最大限の留意をしながら、富津市
あすをきずく青少年のつどい大会「チャレンジ
ウォークのこぎり山」を行なった。雨天により１週
間順延となったが、多くの児童と保護者の参加
があった。

学校の統合により、相談員数も削減することと
なったが、子ども会等と連携を取りながら子ども
たちに体験活動の機会を提供する。

57
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

子育て支援課
放課後児童健全育成事業（放課後
児童クラブ）

保護者が仕事等により昼間家庭にいない、小学
校に就学している児童に対し、放課後に適切な
遊びや生活の場を提供して、児童の健全な育成
を図る。

補助対象：9クラブ（支援の単位数12）
　　　　　　 令和4年3月現在登録児童数 252人

待機児童が出ないように受け皿の整備に努め
る。
クラブが安定的な運営ができるよう支援する。

57
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

生涯学習課 放課後ルーム（放課後子供教室）
小学校や公民館で、放課後の児童の居場所を
提供するとともに、送迎時等に保護者の相談に
応じる。（「家庭教育支援チーム」事業）

登録児童数は、富津小33人・環小18人・大貫小
（中央公民館で開設）24人
大貫小児童に対する放課後ルームを中央公民
館での活動とあわせ月１回大貫小学校内の教
室で開始し、放課後児童クラブと連携を図った。
中学生への声掛けを行い、放課後ルーム児童
の見守り活動につなげた。
環小では、迎えに来る保護者たちに子どもの見
守りへの声掛けを行なった。

大貫小児童の放課後ルームを学校内の旧理科
特別教室に移し、子どもたちの見守りを担う地
域住民や、保護者とのコミュニケーションをさら
に増やす。
放課後ルーム設置の３校に随時訪問し、普段の
児童の様子などの情報交換を行う。

58
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

社会福祉課 子どもの学習支援事業
生活困窮世帯の小学生及び中学生に対して、
学習支援、居場所の提供、進路相談等に応じる
ことで、生活習慣及び育成環境の改善を図る。

実施場所：富津・大佐和地区1箇所、天羽地区1
箇所
実施回数：週1回（夏休み期間は週2回）
参加者数：小学生　10人、中学生　15人

継続実施する。

58
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

生涯学習課 学習サポート会（地域未来塾）
公民館等で、主に塾に通っていない中学３年生
を対象に、数学・英語の基礎を中心とした学習
の支援をする。期間は11月～２月。

11月～2月、中央公民館で金曜日の17～19時
に、社会教育指導員、家庭教育指導員・支援
員、市民ボランティアで実施。
登録生徒数10人（富中7人・大中3人）

また、無償の学習支援（地域未来塾）の運営に
係る経費への支援として、補助金を交付した。
交付団体：１団体

市民ボランティアの活動が活発になるように、関
係各所との調整を図る。
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58
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

防災安全課 防災教育の推進
災害発生時の減災に繋げるには、子どものうち
から正しい災害に対する備えや知識を取得する
ことが重要なため、講座を実施する。

放課後児童クラブや大佐和中学校において、「防災・
減災に向けた準備及び発災時の行動」や「避難確保
計画の概要」について出前講座を実施した。
・放課後児童クラブわくわくの樹（大人向け）　　 6人
・放課後児童クラブわくわくの樹（子ども向け）　23人
・かいじゅうクラブ富津（保護者向け）　5人
・大佐和中学校（職員向け）　25人

災害発生時の減災に繋げるには、子どものうち
から正しい知識を取得し、災害に備えることが重
要である。また、子どもを安全に避難させるため
に、学校職員向けの防災講話を実施していくこ
とも重要となる。

58
学齢期・思春期・活動期
（学校教育の推進と地域社会との連
携）

健康づくり課 児童・生徒歯科指導
小・中学生に対する歯科保健指導や小・中学校
養護教諭に対する歯科指導教育を行う。

市内小中学校の養護教諭に健康教育や健康指
導開催の働きかけを行った。新型コロナウイル
ス感染症対策のため、歯科指導は中止となっ
た。

新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた環境
下においても歯科指導が行えるよう、各学校及
び養護教諭に働きかける。
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59
育児期全般
（地域における子育て支援）

子育て支援課 利用者支援事業

子ども及び保護者等の身近な場所で教育・保育
施設や地域の子育て支援事業等の情報提供や
相談・助言を行うとともに、関係機関との連携を
行う。

地域交流支援センター「カナリエ」で子育て相談
に応じ、アドバイス等を行った。

引き続き、子育て相談に応じ助言を行うととも
に、必要に応じて関係機関と連携を図っていく。

59
育児期全般
（地域における子育て支援）

子育て支援課 子育て情報の発信
ホームページ・広報紙・安全安心メール・SNSを
活用し、子育てに関する情報提供を充実させ
る。

子育て支援課ライン公式アカウント「ふっつ子育
てLINE」を新たに開設し、「ふっつ子育てきずな
LINE」をはじめ子育て支援に関する情報を発信
した。
令和4年3月末現在配信者数：166人（妊娠期24
人、子育て期142人）

必要な人に確実に情報を届けられるよう、複数
のツールを活用して積極的に発信していく。

59
育児期全般
（地域における子育て支援）

社会福祉協議会 「布えほん」貸出
ボランティア団体「布えほんメルヘン」により製作
された布絵本やおもちゃを、市内幼稚園、保育
所（園）、個人及び福祉団体に貸し出す。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、おひさま広場の開催がなかったため実績な
し。

希望があれば貸出しは可能であるが、布製のお
もちゃであるため、メンテナンスが必要であるこ
とや消毒などの感染症対策をどうするか課題が
残る。また、布えほん作成ボランティアの高齢化
もあり、新たな作品の制作等、ボランティアの活
動そのものに関しても方向性を検討する必要が
ある。

59
育児期全般
（地域における子育て支援）

子育て支援課
地域子育て支援拠点事業（地域子
育て支援センター）

未就学の子どもとその保護者を対象に、親子で
遊ぶ中で子育てに関する情報交換や交流、仲
間づくりができる場所を提供する。

大佐和地区1か所
　週5日開所
　年間利用者　2,736人　1日平均利用親子4.9組

天羽地区1か所
　週6日開所
　年間利用者　2,227人　1日平均利用親子3.4組

感染症対策を徹底し、コロナ禍においても親子
の居場所確保に努める。

59
育児期全般
（地域における子育て支援）

子育て支援課
子育て援助活動支援事業（ファミ
リー・サポート・センター事業）

地域において、乳幼児や小学生等の預かり等の
援助を希望する者（利用会員）と、援助を行うこ
とを希望する者（提供会員）との相互援助活動
に対する連絡・調整を実施する。

登録会員数 総数129人（提供15人・依頼105
人・両方9人）
年間延べ利用件数 21件（預かり17件・送迎4
件）

提供会員を増やし、依頼者がいつでも利用でき
るようにする。

59
育児期全般
（地域における子育て支援）

子育て支援課 おひさま広場事業
乳幼児を持つ保護者が気軽に集い、親子の交
流、育児相談、子育て情報の提供を行う。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実
施なし。

感染症対策を行い、コロナ禍においても交流で
きる場の周知を図る。

59
育児期全般
（地域における子育て支援）

子育て支援課 園庭開放
子育て家庭の交流の場、また、園と地域のつな
がりをつくるために、保育所（園）や幼稚園に通
園していない親子に園庭を開放する。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実
施なし。

感染症対策を行い、コロナ禍においても交流で
きる場の周知を図る。
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59
育児期全般
（地域における子育て支援）

生涯学習課 移動図書館
公民館図書室等から離れた地域を巡回し、図書
貸し出しサービスの充実を図り、生涯にわたる
学習の向上を図る。

貸出利用者数　4,964人
貸出冊数　10,158冊
運行日数　84日

小学校の巡回時は司書を増員するほか、家庭
教育指導員も協力し、読書活動を推進した。

読書支援員との連携を図り、子どもの読書活動
を支援する。

59
育児期全般
（地域における子育て支援）

教育総務課
生涯学習課

学校施設の有効利用
学校施設の地域開放に向けて、各学校で必要
に応じて関係機関と相互調整し、有効利用を図
る。

・青堀小（運動場のみ）、飯野小、富津小、吉野
小、大貫小、佐貫小にて放課後児童クラブ（児
童約173人、指導員約30人）が使用。
使用した団体に対し、使用料を免除した。

・小、中学校の体育施設を開放し、社会体育の
振興、普及を図った。登録団体数59 開放学校
数11校　使用許可日数6,605日

・放課後児童クラブに関しては、各学校・子育て
支援課と連携を図り、引き続き学校施設を有効
利用する。

・体育施設の開放に関しては、学校との連絡を
徹底するとともに、新型コロナウイルス感染症対
策を呼びかけ、利用者が安全に利用できるよう
にする。

59
育児期全般
（地域における子育て支援）

生涯学習課 読み聞かせボランティア講座
絵本や昔ばなしが子ども達の成長に果たす役
割を学び、生涯の財産となる本に親しむきっか
けとなる読み聞かせの担い手を養成する。

読み聞かせボランティアサークルが無い富津公
民館で募集し講座を行なった。
受講生２名

公民館の講座から、自主的なサークル活動につ
なげる。（中央公民館・市民会館では過去に実
施済み）

60
育児期全般
（児童虐待防止対策）

福祉の窓口課 児童虐待相談対応事業
地域において児童と接する機会のある関係機関
と連携を図り、早期の児童虐待の予防・防止活
動を行う。

・要保護児童対策地域協議会活動
　代表者会議　    1回
　実務者会議　　  6回
　個別支援会議　19回
　実務者会議連携勉強会開催　1回
・ＤＶ・虐待の根絶に向けた啓発
　出前講座　2回
・地域支援機関との連携
　子育て支援連携ミーティング　8回
　児童相談所情報共有連絡会　12回

引き続き事業を行う。
・富津市ＤＶ・虐待防止計画を推進する。
・地域支援機関との連携強化を図る。

60
育児期全般
（児童虐待防止対策）

福祉の窓口課 児童家庭相談事業
家庭における人間関係の健全化、児童の適正
な養育等、家庭児童福祉に関する相談指導を
実施する。

・「子育ての話何でも聴きます窓口」を月～金ま
で開設し来庁相談対応及び予約制で出張相談
対応を実施。相談件数：39件（来庁相談29件
出張相談10件）
・家庭相談員を月・木曜日に配置し相談対応を
実施。相談件数：80件

引き続き事業を行う。
さまざまな機会を通じて制度を周知することで、
早期の児童虐待の予防・防止活動を行う。

60
育児期全般
（児童虐待防止対策）

健康づくり課 養育支援訪問事業
養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関
する指導・助言を行うことにより、当該家庭の適
切な養育の実施を確保する。

訪問家庭数　18人
養育支援が必要な家庭を早期に把握し、関係機
関と連携をとりながら、継続的に支援していく。
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60
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

学校教育課 幼児ことばの相談会
ことばの問題の早期発見、早期対応を行い、就
学後の継続指導に結びつけるため、希望のあっ
た就学前の幼児を対象に相談会を実施する。

言葉が出にくいなどの心配に対して、親子で40
分程度の市内小学校のことばの教室担当者に
よる個別相談を実施した。

対象：4～6歳児（年中・年長）
第1回　 7月27日　　　   11名
第2回　12月10日、14日　9名　　合計20名

療育（福祉の窓口課）との更なる連携を進めて
いく。

60
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

子育て支援課 保育所（園）・幼稚園への巡回訪問
特別支援学校教諭に療育技術指導を依頼し、
障がい児等の入所している保育所等職員の資
質向上を図る。

療育等支援事業（福祉の窓口課）において、本
事業と同じ内容を実施しているため、療育等支
援事業を継続して実施した。

継続実施する。

60
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

学校教育課 特別支援教育の推進

LD（学習障がい）、ADHD（注意欠陥/多動性障
がい）、高機能自閉症等を含む、特別な支援を
要する児童・生徒に適切な教育的支援や指導を
行う体制を整える。

特別な支援を要する児童・生徒に適切な教育的
支援や指導を行い、自立して生きていくことがで
きる力を育む体制を整えた。

指導員　6人（配置6校）
対象児童生徒数　95人

配置希望校数よりも配置校数が少ないため、今
後、配置校及び指導員の増加を検討していく。

60
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

学校教育課
（教育センター）

学校におけるカウンセリングの推進

いじめや心の悩み等の諸問題において、児童・
生徒、保護者からの相談に応じるため、県から
配置されたスクールカウンセラーを有効に活用
する。

配置日数は異なるが、市内全小中学校に配置
することができた。相談内容はさまざまである
が、ケースに応じて活用した。

スクールカウンセラーとスクールソーシャルワー
カーの効果的な活用を図る。

60
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

学校教育課
（教育センター）

不登校児童・生徒の適応指導

不登校児童・生徒への適応指導対策として、適
応指導教室を運営するとともに、学校や関係諸
機関とのネットワークをいかして総合的な取組を
実施する。

適応指導教室「さわやか」　7人通室
通室を希望する児童生徒、保護者のニーズに
合った支援・指導や環境づくりを図る。

60
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

学校教育課
（教育センター）

問題を抱える子ども等の自立支援
事業

自立支援指導員を小・中学校に配置し、不登校
やいじめ・児童虐待等の諸問題の未然防止や
早期発見・早期対応を行う。

適応指導教室に通う児童生徒や特別に支援が
必要な児童に、支援を行った。

自立支援指導員配置校　5校
自立支援指導員　3人

自立支援指導員の配置を希望する学校に継続
した配置ができるように、人材確保に努める。

60
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

学校教育課
（教育センター）

はまかぜ教育相談
専門医による教育相談を実施し、児童の悩み・
不安・問題行動について専門的な立場からカウ
ンセリングを行う。

相談件数　10件
継続実施し、早期対応を図るために、専門医と
連携していく。
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61
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

福祉の窓口課 療育等支援事業

千葉県社会福祉事業団児童サービスセンター
に委託し、市役所内で臨床心理士又は言語聴
覚士によることばの訓練や心理診断等の子ども
の療育相談を行う。

サテライト療育相談の実人数
（言語34人、心理65人、相談支援3人）合計102
人
巡回訪問の実人数
　　合計　104人　（訪問施設数　12か所）

引き続き事業を行う。
巡回訪問は毎回希望が多いが、月に２回しか巡
回日を設定していないため、なかなか希望に添
えない実情にある。訪問日の調整で可能な限り
希望する全施設への巡回訪問を行っていく。

61
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

福祉の窓口課 相談支援事業

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障
がい福祉サービスを利用するにあたり、サービ
ス計画の作成や事業所との調整を行い適正な
サービス利用を促進する（障害児相談事業所）。
通常の相談支援では対応が不十分な引きこもり
や障がい福祉サービスの未利用者に対し、早期
発見や適切なサービスの利用を促進する（一般
相談支援事業所）。

令和3年度より基幹相談支援センターを設置し、
常時専門職員による相談支援体制を確保した。

自宅訪問180件、来所相談561件、電話相談
1,082件、電子メール相談1,493件
合計　3,316件

引き続き事業を行う。
障がいのある方やその家族に対して安心して相
談できる体制を確保する。

61
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

福祉の窓口課 在宅生活支援事業
障害者総合支援法に基づく在宅サービス（居宅
介護・重度障がい者等包括支援）の利用促進を
図る。

利用児童数　0人

居宅介護利用児童数　0人
重度障がい者等包括支援利用児童数　0人

引き続き事業を行う。
重度障がい者等包括支援については、県内に
事業所がないため、複数のサービスを利用する
ことで代用する。

61
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

福祉の窓口課 日中活動支援事業

障害者総合支援法に基づく日中活動サービス
（短期入所）、地域生活支援事業（日中一時支
援・地域活動支援センターⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型）及
び児童福祉法に基づく障がい児通所サービス
（放課後等デイサービス・児童発達支援）の利用
促進を図り、障がい児の日中における活動の場
を確保する。

利用児童数　111人

短期入所利用児童数　　1人
日中一時支援利用児童数　12人
地域活動支援センターⅠ型利用児童数　0人
放課後等デイサービス利用児童数　67人
児童発達支援利用児童数　31人

引き続き事業を行う。
短期入所については、新規利用者の事業所確
保が難しいケースがある。

61
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

福祉の窓口課 社会参加促進事業

障害者総合支援法に基づく行動援護、同行援護
及び補装具費支給事業、地域生活支援事業に
基づく日常生活用具給付等事業、移動支援事
業及び意思疎通支援事業等を実施し、障がい
児の社会参加の促進を図る。

利用児童数　　12人

行動援護利用児童数　　2人
同行援護利用児童数　　0人
補装具費支給事業利用児童数　　3人
日常生活用具給付等事業利用児童数　6人
移動支援事業利用児童数　1人
意思疎通支援事業利用児童数　0人

引き続き事業を行う。
行動援護、同行援護、移動支援については、新
規利用者の事業所確保が難しいケースがある。

61
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

福祉の窓口課 各種手当給付事業
特別児童扶養手当・障害児福祉手当を20歳未
満の重度の障がい児に給付する。

特別児童扶養手当支給対象者　68人
障害児福祉手当支給対象者　35人

引き続き事業を行う。
各種手帳の交付の際に、手当制度について周
知していく。

61
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

福祉の窓口課 各種医療費等助成事業
障がいのある児童に対し、自立支援医療（育成
医療・精神通院医療）、重度心身障害者医療、
精神障害者医療の医療費助成を行う。

自立支援医療（育成医療）支給対象児童数 1
人
自立支援医療（精神通院医療）支給対象児童数
9人
重度心身障害者医療費等助成障害児数　5人
精神障害者医療費助成児童数　2人

さまざまな機会を通じて制度を周知することで、
経済的負担を軽減し福祉の促進を図る。
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61
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

福祉の窓口課 各種割引制度の周知
障がいの程度によって公共料金や交通機関料
金等の割引対象となる者に制度を周知する。

手帳交付時、市ホームページ、ガイドブックで制
度の周知を行い、適正利用（有料道路の割引）
につなげた。
新規交付児童数　1人

さまざまな機会を通じて制度を周知することで、
利用の促進を図る。

61
育児期全般
（特別な支援が必要な子どもへの支
援）

福祉の窓口課
障がい児を育てる地域の体制整備
事業

研修会や講演会を実施することにより、障がい
児への理解を深める。

新型コロナウイルス感染症の影響で各講演会
は中止。
毎月開催を予定していた子育て交流会の開催
は6回実施。

引き続き、新型コロナウイルス感染症の発生状
況を勘案しながら、各講演会・交流会は開催し
ていく。
コロナ禍における講演会・交流会の開催方法は
要検討。

62
育児期全般
（経済的負担の軽減）

子育て支援課 児童手当
児童を養育している家庭の生活安定と児童の健
全育成を目的に、中学校修了前まで児童手当を
支給する。

児童延べ人数　42,391人 継続実施する。

62
育児期全般
（経済的負担の軽減）

子育て支援課 子ども医療費助成
中学校修了前までの子どもが入院や通院した
場合、千葉県の助成制度に上乗せし助成する。

助成した実人数　4,010人 継続実施する。

62
育児期全般
（経済的負担の軽減）

子育て支援課 未熟児養育医療給付
出生時の体重が2,000g以下又は身体の発達が
未熟なまま出生し、入院治療を必要とする乳児
の医療費を助成する。

助成した実人数　7人 継続実施する。

62
育児期全般
（ひとり親家庭の支援）

福祉の窓口課 母子・父子自立支援相談事業 母子家庭等の相談指導・支援を実施する。

・「子育ての話何でも聴きます窓口」を月～金ま
で開設し来庁相談対応及び予約制で出張相談
対応を実施。相談件数：39件（来庁相談29件
出張相談10件）

・自立支援に関する相談件数　54件

引き続き事業を行う。
さまざまな機会を通じて制度を周知することで、
早期の児童虐待の予防・防止活動を行う。

62
育児期全般
（ひとり親家庭の支援）

子育て支援課 児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない１8歳の年度
末までの児童等を持つ母、父又は養育者に支
給する。

全部支給者延べ人数　1,469人
一部停止者延べ人数　1,622人

継続実施する。
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62
育児期全般
（ひとり親家庭の支援）

子育て支援課 ひとり親家庭等医療費の助成
ひとり親家庭等に対して医療費の一部を助成す
る。

対象者総数　360人
助成延べ数　5,245件

継続実施する。

62
育児期全般
（ひとり親家庭の支援）

福祉の窓口課
母子及び父子並びに寡婦福祉資金
貸付相談

母子・父子家庭・寡婦の福祉向上のための資金
貸付相談を行う。

相談件数　5件
県への進達数　0件

引き続き事業を行う。
資金貸付制度の周知することで、経済的負担の
軽減を図るとともに、母子、父子及び寡婦家庭
等の経済的自立と生活意欲の向上を図る。

62
育児期全般
（ひとり親家庭の支援）

子育て支援課
ひとり親家庭等高等職業訓練促進
給付金等支給事業

ひとり親家庭等の母又は父が、就職に有利な資
格を取得するために養成機関で職業訓練を行う
場合に、給付金を支給する。

実績なし
継続実施する。
現況届等手続の際に、制度について周知してい
く。
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